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３　労働組合の資格審査

（単位：件、％）

平成25 26 27 28 29

385 401 385 318 327

228 219 230 191 182

157 182 155 127 145

166 171 194 136 129

[100.0] [100.0] [100.0] [100.0] [100.0]

2 3 3 2 1
[1.2] [1.8] [1.5] [1.5] 0.8

95 101 136 94 78
[57.2] [59.1] [70.1] [69.1] 60.5

68 67 55 40 50
[41.0] [39.2] [28.4] [29.4] 38.8

補正勧告あ り - - - - -

補正勧告なし 68 67 55 40 50

1 - - - -
[0.6]

219 230 191 182 198

（単位：件、％）

29 令和元 2 3 4

130 132 163 147 100

449 404 470 418 375

29.0 32.7 34.7 35.2 26.7

第39表　　資格審査取扱件数

　　　　　　　　　　　　年
区分

打 切

前 年 繰 越

新 規 申 請

終 結 件 数

取 扱 件 数

取 下

資 格 あ り

資 格 な し

第40表　　都道府県労委対比新規件数

　　　　　　　　　　　年
区分

東 京 都

全 国

比 率

次 年 繰 越

（単位：件、％） （単位：件、％）

平成30 令和元 2 3 4

328 336 356 396 368

198 204 193 249 268

130 132 163 147 100

124 143 107 r128 102

[100.0] [100.0] [100.0] [100.0] [100.0]

2 1 1 1 2
[1.6] [0.7] [0.9] [0.8] [2.0]

87 88 60 74 65
[70.2] [61.5] [56.1] [r57.8] [63.7]

34 54 45 r53 35
[27.4] [37.8] [42.1] [r41.4] [34.3]

補正勧告あ り - - - - -

補正勧告なし 34 54 45 r53 35

1 - 1 - -
[0.8] [0.9]

204 193 249 r268 266

（単位：件、％） （単位：件）

30 令和元 2 3 4

130 132 163 147 100

110 109 144 120 89

17 17 17 18 11

1 4 - 5 - 

2 2 2 4 - 

（第39表つづき）

　　　　　　　　　　　　年
区分

打 切

前 年 繰 越

新 規 申 請

終 結 件 数

取 扱 件 数

次 年 繰 越

取 下

資 格 あ り

資 格 な し

労 働 者供給事業

第41表　　係属事由別新規件数

　　　　　　　　　　　年
区分

総 数

不 当 労 働 行 為

法 人 登 記

委 員 推 薦



− 117−

３　労働組合の資格審査

（単位：件、％）

平成25 26 27 28 29

385 401 385 318 327

228 219 230 191 182

157 182 155 127 145

166 171 194 136 129

[100.0] [100.0] [100.0] [100.0] [100.0]

2 3 3 2 1
[1.2] [1.8] [1.5] [1.5] 0.8

95 101 136 94 78
[57.2] [59.1] [70.1] [69.1] 60.5

68 67 55 40 50
[41.0] [39.2] [28.4] [29.4] 38.8

補正勧告あ り - - - - -

補正勧告なし 68 67 55 40 50

1 - - - -
[0.6]

219 230 191 182 198

（単位：件、％）

29 令和元 2 3 4

130 132 163 147 100

449 404 470 418 375

29.0 32.7 34.7 35.2 26.7

第39表　　資格審査取扱件数

　　　　　　　　　　　　年
区分

打 切

前 年 繰 越

新 規 申 請

終 結 件 数

取 扱 件 数

取 下

資 格 あ り

資 格 な し

第40表　　都道府県労委対比新規件数

　　　　　　　　　　　年
区分

東 京 都

全 国

比 率

次 年 繰 越

（単位：件、％） （単位：件、％）

平成30 令和元 2 3 4

328 336 356 396 366

198 204 193 249 266

130 132 163 147 100

124 143 107 r130 102

[100.0] [100.0] [100.0] [100.0] [100.0]

2 1 1 1 2
[1.6] [0.7] [0.9] [0.8] [2.0]

87 88 60 r76 65
[70.2] [61.5] [56.1] [r58.5] [63.7]

34 54 45 r53 35
[27.4] [37.8] [42.1] [r40.8] [34.3]

補正勧告あ り - - - - -

補正勧告なし 34 54 45 r53 35

1 - 1 - -
[0.8] [0.9]

204 193 249 r266 264

（単位：件、％） （単位：件）

30 令和元 2 3 4

130 132 163 147 100

110 109 144 120 89

17 17 17 18 11

1 4 - 5 - 

2 2 2 4 - 

（第39表つづき）

年
区分

打 切

前 年 繰 越

新 規 申 請

終 結 件 数

取 扱 件 数

次 年 繰 越

取 下

資 格 あ り

資 格 な し

労 働 者供給事業

第41表　　係属事由別新規件数

年
区分

総 数

不 当 労 働 行 為

法 人 登 記

委 員 推 薦
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（単位：件）

総 数

不当労働行為

法 人 登 記

委 員 推 薦

労働者供給事業

（単位：日）

第42表　　係属事由別終結件数

　終結区分

区分

取 扱
件 数

終 結
件 数

次 年
繰 越取 下 打 切

資 格
あ り

資 格
な し

264

348 87 - 65 22 - 261

366 102 2 65 35 0

3

- - - - - - -

18 15 2 - 13 -

597.3

-

第43表　　係属事由別平均所要日数

年
区分

平成30 令和元 2 3 4

- - - - - -

総 平 均 日 数 363.6 467.3 426.7 r430.9

167.2

不 当 労 働 行 為 428.6 534.5 499.7 r519.4 671.5

法 人 登 記 103.7 62.1 76.7 r76.6

- 

委 員 推 薦 5.0 29.0 - 20.6 - 

労働者供給事業 23.0 27.0 187.0 43.8

４　相 談

（単位：件）

　　　　　　　　　　　年
区分

平成30 令和元 2 3 4

947 969 1,266 1,206 1,126
(323） (288) (277) (330) (234)

202 162 248 238 219
(60) (48) (56) (83) (50)

250 243 320 274 272
(97) (95) (116) (99) (83)

205 233 298 279 207
(130) (132) (163) (147) (100)

290 331 400 415 428
(1) (2) (1) (1) (1)

　注）（　）内件数は、申請・申立件数で内数。

そ の 他 の 相 談

第44表 相談件数

総 数

調整に関するもの

不当労働行為に
関 す る も の

資 格 審 査 に
関 す る も の
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（単位：件）

総 数

不当労働行為

法 人 登 記

委 員 推 薦

労働者供給事業

（単位：日）

第42表　　係属事由別終結件数

　　　　　終結区分

区分

取 扱
件 数

終 結
件 数

次 年
繰 越取 下 打 切

資 格
あ り

資 格
な し

266

350 87 - 65 22 - 263

368 102 2 65 35 0

3

- - - - - - -

18 15 2 - 13 -

597.3

-

第43表　　係属事由別平均所要日数

　　　　　　　　　　　年
区分

平成30 令和元 2 3 4

- - - - - -

総 平 均 日 数 363.6 467.3 426.7 437.2

167.2

不 当 労 働 行 為 428.6 534.5 499.7 525.0 671.5

法 人 登 記 103.7 62.1 76.7 r76.6

- 

委 員 推 薦 5.0 29.0 - 20.6 - 

労働者供給事業 23.0 27.0 187.0 43.8

４　相 談

（単位：件）

　　　　　　　　　　　年
区分

平成30 令和元 2 3 4

947 969 1,266 1,206 1,126
(323） (288) (277) (330) (234)

202 162 248 238 219
(60) (48) (56) (83) (50)

250 243 320 274 272
(97) (95) (116) (99) (83)

205 233 298 279 207
(130) (132) (163) (147) (100)

290 331 400 415 428
(1) (2) (1) (1) (1)

　注）（　）内件数は、申請・申立件数で内数。

そ の 他 の 相 談

第44表　　相談件数

総 数

調整に関するもの

不当労働行為に
関 す る も の

資 格 審 査 に
関 す る も の




